
 

議案第45号 

令和２年度朝来市一般会計補正予算（第２号）について 

 令和２年度朝来市一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定めるものとする。 

令和２年４月30日提出 

朝来市長 多 次 勝 昭  

提案理由要旨 

令和２年度朝来市一般会計の現計予算額は、２０,６４０,０００千円ですが、こ

れに３,０８３,０００千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ 

２３,７２３,０００千円とするものです。 

補正の内容は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、給付対象者

の見込みに基づき一人当たり10万円を給付するための特別定額給付金給付事業を追加

するもので、この財源は、国庫支出金の追加により措置しようとするものです。 



       
令 和 ２ 年 度    
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   令和２年度朝来市一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和２年度朝来市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０８３,０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３,７２３,０００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

 出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年４月30日提出 

 

兵庫県朝来市長 多 次 勝 昭  



国庫支出金16 1,744,379 3,083,000 4,827,379

国庫補助金2 430,759 3,083,000 3,513,759

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 20,640,000 3,083,000 23,723,000

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入
(単位：千円)

款 項 補正前の額 補　正　額 計

‐2‐



総務費2 3,184,317 3,083,000 6,267,317

総務管理費1 2,896,365 3,083,000 5,979,365

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 20,640,000 3,083,000 23,723,000

歳　出
(単位：千円)

款 項 補正前の額 補　正　額 計

‐3‐



              
補 正 予 算 説 明 書 



歳入歳出補正予算事項別明細書

１　総　括

国庫支出金１６ 1,744,379 3,083,000 4,827,379

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 20,640,000 3,083,000 23,723,000

‐4‐

(歳　入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計



総務費２ 3,184,317 3,083,000 6,267,317 3,083,000 0 0 0

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 20,640,000 3,083,000 23,723,000 3,083,000 0 0 0

(歳　出) (単位：千円)

款

補　正　額　の　財　源　内　訳

補正前の額 補　正　額 計 特　　　　　　　定　　　　　　　財　　　　　　　源
一　　般　　財　　源

国　県　支　出　金 地　　　方　　　債 そ　　　の　　　他

‐5‐ ‐6‐



目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

２　歳　入

‐7‐ ‐8‐

１６款 国庫支出金

２項 国庫補助金 (単位：千円)

 1 総務費国庫補助金 54,608 3,083,000 3,137,608  1 総務管理費補 3,083,000 特別定額給付金給付事業費補助金 3,050,000

助金 特別定額給付金給付事務費補助金 33,000

計 430,759 3,083,000 3,513,759

１６款　国庫支出金



補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳 節
目 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　　　明

一般財源 区　　　　　分 金　　額国県支出金 地　方　債 そ　の　他

３　歳　出

‐9‐ ‐10‐

２款 総務費

１項 総務管理費 (単位：千円)

 9 諸費 202,653 3,083,000 3,285,653 3,083,000  1 報酬 4,313

 3 職員手当等 3,780

 8 旅費 83

10 需用費 2,696

11 役務費 10,743

13 使用料及び賃 385

借料

18 負担金補助及 3,061,000

び交付金

27 特別定額給付金給付事業 3,083,000

国庫支出金 　01 特別定額給付金給付事業 3,083,000

　　　 第１号会計年度任用職員報酬 4,313

　　　 時間外勤務手当 3,780

　　　 職員出張旅費 83

　　　 消耗品費 1,428

　　　 印刷費 1,268

　　　 通信費　電話 110

　　　 通信費　郵便 8,708

　　　 手数料 1,925

　　　 コピー使用料 385

　　　 南但広域行政事務組合負担金 11,000

　　　 特別定額給付金 3,050,000

計 2,896,365 3,083,000 5,979,365 3,083,000 0 0 0

２款　総務費



補　　正　　予　　算　　給　　与　　費　　明　　細　　書

２　一般職

（１）　総括 (単位　千円)

区　分
職員数

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 職員手当

その他の
手当

計
(人)

補正後
368
（378）

564,514 1,291,411 743,934 317,616 2,917,475 495,698 3,413,173

補正前
368
（374）

560,201 1,291,411 740,154 317,616 2,909,382 495,698 3,405,080

比　較
0
（4）

4,313 3,780 8,093 8,093

※（　）は、再任用短時間勤務職員数と第1号会計年度任用職員数の計を外数で記載

職員手当
の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当

比　較

単身赴任
手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

補正後 40,968 11,196 28,641 3,371 81,214

補正前 40,968 11,196 28,641 3,371 77,434

3,780

職員手当
の内訳

区　分
休日勤務
手当

夜間勤務
手当

宿日直手当 管理職手当
管理職員特
別勤務手当

期末勤勉
手当

特定任期付
職員業績手当

補正後 538 42,230 535,304 472

補正前 538 42,230 535,304 472

比　較

ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円)

区　分
職員数

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考
給　料 職員手当

その他の手
当

計
(人)

補正後
307
（17）

1,157,229 660,868 297,743 2,115,840 376,171 2,492,011

補正前
307
（17）

1,157,229 657,088 297,743 2,112,060 376,171 2,488,231

比　較
0
（0）

3,780 3,780 3,780

※（　）は再任用短時間勤務職員数を外数で記載

職員手当
の内訳

区　分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当
単身赴任
手当

特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

補正後 40,968 11,196 23,956 3,371 75,805

補正前 40,968 11,196 23,956 3,371 72,025

比　較 3,780

宿日直手当 管理職手当

比　較

管理職員特
別勤務手当

期末勤勉
手当

特定任期付
職員業績手当

補正後 538 42,230 462,332 472

補正前 538 42,230 462,332 472

職員手当
の内訳

区　分
休日勤務
手当

夜間勤務
手当

－11－

イ　会計年度任用職員 (単位　千円)

職員数
給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計 備　考
報　酬 給　料 職員手当

その他の
手当

計
(人)

補正後
61

(361)
564,514 134,182 83,066 19,873 801,635

区　分

119,527 921,162

補正前
61

(357)
560,201 134,182 83,066 19,873 797,322 119,527 916,849

比　較
0
(4)

4,313 4,313 4,313

※（　）は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

職員手当
の内訳

区　分 通勤手当
特殊勤務
手当

時間外勤務
手当

休日勤務
手当

夜間勤務
手当

宿日直手当 期末手当

補正後 4,685 5,409 72,972

補正前 4,685 5,409 72,972

比　較

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細 (単位　千円)

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　明 備考

給　料

給与改定に伴う増減分

その他の増減分

昇給に伴う増加分

職員手当 3,780

制度改正に伴う増減分

その他の増減分 3,780

－12－


